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商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 

（平成４年３月２４日政令第４５号） 

 
（特定物品） 

第１条 商品投資に係る事業の規制に関する法律（以下「法」という。）第２条第１項第２号の政令で

定めるものは、特定商品とする。 

（商品投資契約） 

第２条 法第２条第５項の政令で定めるものは、当該契約に係る利益の分配等又は収益の分配等   

を受ける権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第１

項第９号、第１７号又は第２１号に掲げる有価証券（同項第１７号に掲げるものにあっては、同項

第９号の証券又は証書の性質を有するものに限る。）である契約以外の契約とする。 

（商品投資受益権） 

第３条 法第２条第６項の政令で定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が金融商品取  

引法第２条第１項第９号、第１７号又は第２１号に掲げる有価証券（同項第１７号に掲げるものに

あっては、同項第９号の証券又は証書の性質を有するものに限る。）である権利以外の権利とす

る。 

（商品投資顧問業者の許可の申請等に係る使用人） 

第４条 法第５条第１項第３号及び第６条第２項第４号（同号ホ及びヘの使用人を除く。）の政令で    

定める使用人は、法第３条の許可を受けようとする者の使用人であって、次に掲げるものとする。 

 １ 商品投資顧問業に関し法第５条第１項第２号の営業所の業務を統括する者その他これに準      

ずる者として農林水産省令、経済産業省令で定めるもの 

 ２ 商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者 

② 法第６条第２項第４号ホの政令で定める使用人は、当該商品投資顧問業者の前項各号に掲

げる者とする。 

③ 法第６条第２項第４号ヘの政令で定める使用人は、当該許可等を取り消された法人の使用人

であって、当該外国において前項に規定する者に相当するものとする。 

（商品投資顧問業者の資本金の額） 

第５条 法第６条第２項第１号の政令で定める金額は、５千万円とする。 

② 前項の規定にかかわらず、商品投資販売業者（法第３５条に規定する商品投資販売業者をい  

う。第１４条第１項及び第５項から第７項までにおいて同じ。）のみを相手方として商品投資顧問

契約を締結する会社については、法第６条第２項第１号の政令で定める金額は、千万円とする。 

（手数料） 

第６条 法第１２条の政令で定める額は、２１万９千円（行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する法律（平成１４年法律第１５１条）第３条第１項の規定により同項に規定する電子情報
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処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、１８万千円）とする。 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第７条 商品投資顧問業者は、法第２２条の規定により同条に規定する情報（次項において単に

「情報」という。）を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客

に対し、その用いる同条前段に規定する方法（以下この条において「電磁的方法」という。）の種

類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

② 前項の規定による承諾を得た商品投資顧問業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法によ

り電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、情報の提供を

電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場

合は、この限りでない。 

（商品投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲） 

第８条 法第２５条の政令で定める者は、銀行、商品取引所法（昭和２５年法律第２３９号）第２条第  

１８項に規定する商品取引員その他の経済産業省令で定める者以外の者であって、次に掲げる

ものとする。 

１ 商品投資顧問業者の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき  

社員を含む。）、監査役若しくは執行役又は使用人 

２ 商品投資顧問業者の経営を支配しているものとして経済産業省令で定める要件に該当する  

者 

３ 商品投資顧問業者によってその経営が支配されているものとして経済産業省令で定める要  

件に該当する法人 

４ その他商品投資顧問業者との関係が前３号に掲げる者に準ずる者として経済産業省令で定

めるもの 

（商品投資顧問業者に類する者） 

第９条 法第３３条第１項本文の政令で定めるものは、外国の法令の規定により当該外国において

法第３条の許可と同種の許可（当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。）を受けてい

る法人とする。 

（外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え） 

第１０条 法第３９条の規定による商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の    

適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 

 



 3

（主務大臣） 

第１１条 法第２章第１節における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、  

次に掲げるもの（以下「経済産業関係商品等」という。）に関する商品投資に係る投資判断のみ

を行う商品投資顧問業に関する事項については経済産業大臣とする。 

１ 特定商品のうち商品取引所施行令（昭和２５年政令第２８０号）第２８条各号に掲げる商品  

（次項第１号において「農林水産関係商品」という。）以外のもの（次号において「経済産業関

係商品」という。） 

２ その対象となる物品が経済産業関係商品のみである商品指数（商品取引所法第２条第５項

に規定する商品指数をいう。次項第１号ロにおいて同じ。） 

② 法第２章第２節における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。

ただし、第一号又は第二号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大

臣及び農林水産大臣、第三号又は第四号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項について

は内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。 

１ 商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当

該商品投資契約の期間を通じて、次に掲げるもの（以下「農林水産関係商品等」という。）に

係る商品投資により運用する商品投資契約（外国の法令に基づく契約であって、当該商品投

資契約に類するものを含む。）の締結又はその代理若しくは媒介（第三号において「締結等」

という。） 

イ 農林水産関係商品 

ロ その対象となる物品が農林水産関係商品品指数 

２ 商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分

の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、農林水産関係商品等に係る商品投

資により運用する商品投資受益権（外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資受益権

読み替える法の規定 読み替えられ

る字句 

読み替える字句 

第５条第１項第２号、第１３条第１項、第２３

条及び第３０条第１項 

営業所 国内における営業所 

第６条第１項 許可申請者 許可申請者及びその国内における

営業所 

第６条第１項第１号 その者の当該

業務 

当該許可申請者及びその国内にお

ける営業所の業務 

第６条第２項第１号 株式会社 株式会社と同種類の法人 
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に類するものを含む。）の販売又はその代理若しくは媒介（第４号において「販売等」という。） 

３ 商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当

該商品投資契約の期間を通じて、経済産業関係商品等に係る商品投資により運用する商品

投資契約（外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。）の

締結等 

４ 商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分

の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、経済産業関係商品等に係る商品投

資により運用する商品投資受益権（外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資受益権

に類するものを含む。）の販売等 

③ 農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第３０条第１項の規定により権限を行使する場合にお

いては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。 

④ 金融庁長官、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第３７条において準用する法第３０条第

１項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを

妨げない。 

（主務省令） 

第１２条 法における主務省令は、次のとおりとする。 

１ 法第２章第１節第１款及び第３款における主務省令は、農林水産省令、経済産業省令 

２ 法第２章第１説第２款における主務省令は、経済産業省令（農林水産関係商品等のみに関

する事項にあっては、農林水産省令） 

３ 法第３４条における主務省令は、内閣府令、経済産業省令（農林水産関係商品等のみに関

する事項にあっては、農林水産省令） 

４ 法第四十条第一項における主務省令は、経済産業省令 

② 経済産業大臣は、前項第２号の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議し

なければならない。 

③ 農林水産大臣は、第１項第２号の農林水産関係商品等のみに関する事項に係る農林水産省

令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。 

④ 内閣総理大臣及び経済産業大臣は、第１項第３号の内閣府令、経済産業省令を定めようとす

るときは、農林水産大臣と協議しなければならない。 

⑤ 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第１項第３号の農林水産関係商品等のみに関する事項

に係る内閣府令、農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならな

い。 

第１３条 第７条第１項における主務省令は、経済産業大臣とする。 

② 経済産業大臣は、前項の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなけれ

ばならない。 
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（権限の委任） 

第１４条 法第１０条、第３０条第１項（法第３７条において準用する場合を含む。）、第３１条、第３５  

条及び第３６条の規定による農林水産大臣の権限は、商品投資顧問業者又は商品投資販売業

者（以下この条において「商品投資顧問業者等」という。）の主たる営業所の所在地を管轄する

地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げな

い。 

② 法第１０条、第３０条第１項（法第３７条において準用する場合を含む。）、第３１条、第３５条及

び第３６条の規定による経済産業大臣の権限は、商品投資顧問業者等の主たる営業所の所在

地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行

うことを妨げない。 

③ 法第３０条第１項（法第３７条において準用する場合を含む。）の規定による報告の徴収又は立

入検査（以下この条において「報告徴収等」。という）で商品投資顧問業者等の主たる営業所以

外の営業所（以下この条において「従たる営業所」という。）に関するものについては、第１項に

規定する地方農政局長又は前項に規定する経済産業局長のほか、それぞれ、当該従たる営業

所の所在地を管轄する地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。 

④ 前項の規定により、商品投資顧問業者等の従たる営業所に対して報告徴収等を行った地方

農政局長又は経済産業局長は、それぞれ、当該商品投資顧問業者等の当該従たる営業所以

外の営業所に対して報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行う

ことができる。 

⑤ 法第４２条第３項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第３５条及び第３６条並び

に法第３７条において準用する法第３０条第１項の規定による権限は、商品投資販売業者の主

たる営業所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場

合にあっては、福岡財務支局長）に委任するものとする。ただし、法第３７条において準用する法

第３０条第１項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 

⑥ 法第３７条において準用する法第３７条第１項の規定による報告徴収等で商品投資販売業者

の従たる営業所に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほ

か、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域

内にある場合にあっては、福岡財務支局長）も行うことができる。 

⑦ 前項の規定により、商品投資販売業者の従たる営業所に対して報告徴収等を行った財務局

長又は福岡財務支局長は、当該商品投資販売業者の当該従たる営業所以外の営業所に対し

て報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行うことができる。 

⑧ 前３項の規定は、第５項に規定する金融庁長官に委任された権限のうち金融庁長官の指定す

るものについては、適用しない。 

⑨ 金融庁長官は、前項の指定をした場合は、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は
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変更したときも、同様とする。 

 

 
附 則 抄  

（施行期日） 

第１条 この政令は、法の施行の日（平成４年４月２０日）から施行する。  

 
   附 則 （平成５年３月３日政令第２９号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法

律（平成４年法律第８７号。以下「制度改革法」という。）の施行の日（平成５年４月１日）から施行

する。  

 
   附 則 （平成６年９月１９日政令第３０３号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この政令は、行政手続法の施行の日（平成６年１０月１日）から施行する。  

 
   附 則 （平成７年１２月２２日政令第４２６号）  

この政令は、保険業法の施行の日（平成８年４月１日）から施行する。  

 

   附 則 （平成９年３月２４日政令第６７号）  

（施行期日） 

１ この政令は、平成９年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべ

き手数料については、なお従前の例による。  

 
   附 則 （平成１０年５月２７日政令第１８４号）  

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日（平成１０年６月２２日）から施行する。  

 
   附 則 （平成１０年１１月２０日政令第３６９号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この政令は、平成１０年１２月１日から施行する。  

（商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置） 
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第２８条  この政令の施行の際現に旧証券取引法第４３条ただし書（旧外国証券業者法第１７条

において準用する場合を含む。）の承認を受けて商品投資に係る事業の規制に関する法律（平

成３年法律第６６号。以下この条において「法」という。）第２条第４項に規定する商品投資販売業

（以下「商品投資販売業」という。）を営んでいる者については、施行日から起算して三月間（当

該期間内に法第６条第１項の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により

読み替えて適用される法第２８条の規定により商品投資販売業の廃止を命じられたときは、当該

処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間）は、法第３条の規定にかかわらず、引き

続き当該商品投資販売業を営むことができる。その者が当該期間内に法第３条の許可の申請を

した場合において当該申請について許可をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当

該期間の経過後許可しない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。  

② 前項の規定により引き続き当該商品投資販売業を営むことができる場合においては、その者

を法第２条第５項に規定する商品投資販売業者とみなして、法第１１条、第１４条から第２７条ま

で、第２８条（第２号を除く。）及び第２９条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。

この場合において、法第２８条中「第３条の許可を取り消し」とあるのは「商品投資販売業の廃止

を命じ」と、「第６条第１項第１号から第４号まで」とあるのは「第６条第１項第２号から第４号まで」と

する。  

③ 前項の規定により読み替えて適用される法第２８条の規定により商品投資販売業の廃止が命

じられた場合における法第６条第１項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を法

第２８条の規定により法第３条の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を法第２８条

の規定による法第３条の許可の取消しの日とみなす。  

（罰則の適用に関する経過措置） 

第３０条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

 
   附 則 （平成１０年１２月１５日政令第３９３号）  

この政令は、公布の日から施行する。  

 
   附 則 （平成１１年３月２６日政令第８０号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日

（平成１１年４月１日）から施行する。  

 
   附 則 （平成１２年３月２４日政令第９８号）  

（施行期日） 
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１ この政令は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、第１９条の規定は、同年６月１日から施行

する。  

（経過措置） 

２ この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付す

べき手数料については、なお従前の例による。  

 
   附 則 （平成１２年６月７日政令第２４４号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この政令は、平成１２年７月１日から施行する。  

 
附 則 （平成１２年６月７日政令第３１１号） 抄  

（施行期日） 

第１条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日（平成１３

年１月６日）から施行する。  

 
   附 則 （平成１３年１月４日政令第４号） 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関す

る法律の施行の日（平成１３年４月１日）から施行する。  

（罰則に関する経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

 
   附 則 （平成１５年３月２８日政令第１１４号）  

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日（平成１５年４月１日）から施行する。  

 
   附 則 （平成１６年３月２４日政令第５７号） 抄  

この政令は、平成１６年３月３１日から施行する。  

 
   附 則 （平成１６年８月２７日政令第２５９号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日

（平成１７年５月１日。以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次条から附則第４条までの規

定は、公布の日から施行する。  
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   附 則 （平成１６年１２月２８日政令第４２９号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この政令は、法の施行の日（平成１６年１２月３０日）から施行する。  

 
   附 則 （平成１８年４月２６日政令第１８０号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この政令は、会社法の施行の日（平成１８年５月１日）から施行する。  

 
   附 則 （平成１９年８月３日政令第２３３号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。  

（処分等の効力） 

第６３条 施行日前にした旧証券取引法施行令、第３条の規定による改正前の投資信託及び投資

法人に関する法律施行令、第１６条の規定による改正前の信託業法施行令、旧外国証券業者

法施行令、第１７条第２号の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する

法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第４号の規定による廃止前の金融先物取引法

施行令若しくは第５１条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令

又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取

引法施行令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定

めがあるものを除き、新金融商品取引法施行令の相当の規定によってしたものとみなす。  

（罰則の適用に関する経過措置） 

第６４条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合に

おける施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

以上 


